
   大阪狭山市契約関係暴力団排除措置要綱 

                                 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪狭山市暴力団排除条例（平成２５年大阪狭山市条例第４  

号。以下「条例」という。）第７条から第９条までの規定に基づき、本市が発注す

る公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除する

ための措置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 公共工事等 条例第２条第５号に規定する公共工事等をいう。 

 ⑵ 売払い等 条例第２条第６号に規定する売払い等をいう。 

 ⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

 ⑷ 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 ⑸ 暴力団密接関係者 条例第２条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。 

 ⑹ 入札参加資格者 条例第２条第７号に規定する入札参加資格者をいう。 

 ⑺ 役員等 大阪狭山市暴力団排除条例施行規則（平成２５年大阪狭山市規則第 

４５号。以下「規則」という。）第３条第５号アからエまでに掲げる者をいう。 

（入札等参加除外の措置等）  

第３条  市長は、入札参加資格者が別表第１各号に掲げる措置要件のいずれかに該当

すると認めるときは、条例第８条の規定に基づき、第１６条に定める大阪狭山市入

札等参加除外審査委員会（以下「委員会」という。）の審議を経て、同表に定める

期間において、当該入札参加資格者を公共工事等及び売払い等の契約から排除する

措置（以下「入札等参加除外措置」という。）を行うものとする。ただし、市長が

緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、委員会の審議を経ることなく

当該入札参加資格者について入札等参加除外措置を行うことができる。 

２ 前項の規定は、条例第８条第１項第４号に規定する入札の参加の資格の登録を正

当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から１年を経過しない者

（以下「登録取下げ者」という。）及び入札等参加除外措置を受けた入札参加資格



者（以下「入札等参加除外者」という。）を構成員とする共同企業体についても適

用する。この場合において、別表第１中「入札参加資格者」とあるのは「登録取下

げ者」と読み替えるものとする。  

３ 市長は、前２項の規定により入札等参加除外措置を行った入札等参加除外者から、

当該入札等参加除外措置を受ける原因となった別表第１各号に掲げる措置要件に

対応する期間を経過した後、入札等参加除外措置の解除の申出があった場合におい

て、当該入札等参加除外者が別表第１各号に掲げるいずれの措置要件にも該当する

事実がないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札等参加除外措置を解除

するものとする。 

４ 前項の場合において、市長は、当該申出に係る入札等参加除外者が別表第１各号

に掲げるいずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出

を当該入札等参加除外者に対して求めることができる。 

５ 市長は、第１項及び第２項の規定により入札等参加除外措置を行ったときは、そ

の事実が別表第１各号に掲げる措置要件に該当する場合に応じ、それぞれに定める

期間、当該措置を受けた者の商号又は名称、所在地、入札等参加除外措置の内容そ

の他必要な事項を公表するものとする。 

 （注意喚起） 

第４条 市長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議

を経て入札参加資格者及び登録取下げ者に対し、必要な措置をとるべきことを注意

喚起するものとする。 

 （入札参加資格者の審査からの排除） 

第５条 市長は、条例第８条第１項第１号の規定に基づき、入札参加資格者の審査に

際し、入札等除外措置を受けている者の資格を認めないものとする。 

（一般競争入札からの排除） 

第６条 市長は、一般競争入札を実施する場合は、条例第８条第１項第２号の規定に

基づき、入札等参加除外者の入札参加を認めないものとする。 

２ 市長は、一般競争入札を実施する場合において、入札参加資格を認めた者が当該

入札に係る契約の締結までの間に入札等参加除外措置を受けたときは、条例第８条

第１項第２号の規定に基づき当該入札の参加資格を取り消し、又は同項第５号の規

定に基づき契約の締結を行わないものとする。 



３ 市長は、前２項の規定に定める措置は、あらかじめ入札公告等において周知する

ものとする。 

 （指名競争入札からの排除） 

第７条 市長は、指名競争入札を実施する場合は、条例第８条第１項第２号の規定に

基づき、入札等参加除外者を指名しないものとする。 

２ 市長は、指名競争入札を実施する場合において、指名を受けた者が当該入札に係

る契約の締結までの間に入札等参加除外措置を受けたときは、条例第８条第１項第

２号の規定に基づき当該指名を取り消し、又は同項第５号の規定に基づき契約の締

結を行わないものとする。  

 （随意契約からの排除）  

第８条 市長は、条例第８条第１項第５号の規定に基づき、次の各号に掲げる者を随

意契約の相手方としないものとする。ただし、入札参加除外者の所有する土地等を

買収する必要がある場合等、契約の目的及び内容から市長がやむを得ない理由があ

ると認めるときは、この限りでない。 

⑴ 入札等参加除外者 

 ⑵ 入札参加資格の有無にかかわらず、大阪府黒山警察署又は大阪府警察本部から

暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報に係る事

業者 

 （下請負等からの排除及び下請契約の解除等）  

第９条 市長は、条例第７条の規定に基づき、公共工事等の契約の相手方（以下「契

約相手方」という。）が前条各号に掲げる者を条例第７条に規定する下請負人等（以

下「下請負人等」という。）とすることを許さないものとする。 

２ 市長は、公共工事等において前条各号に掲げる者を下請負人等としていると認め

るときは、当該契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるもの

とする。 

３ 第６条から前条までの規定は、入札等参加除外者を構成員とする共同企業体につ

いても適用する。 

（契約の解除）  

第１０条  市長は、条例第８条第１項第６号又は第７号の規定に基づく契約解除がで

きるよう、公共工事等及び売払い等の契約締結に当たって当該契約書に暴力団の排



除に関する条項を盛り込むとともに、当該契約相手方に対し、下請負人等との契約

締結に当たって暴力団の排除に関する条項を盛り込むよう指導するものとする。 

（誓約書の徴収等）  

第１１条 市長は、契約相手方に対し、条例第８条第２項の規定により、当該契約相

手方及びその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書をそれぞれから徴収し、市に提出するよう求めるものとする。ただし、別表

第２のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

２  市長は、前項に規定する誓約書を提出した契約相手方又はその下請負人等が暴力

団員又は暴力団密接関係者であると認めるとき（第３条の規定により入札等参加除

外措置を行う場合を除く。）は、委員会の審議を経て、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該違反者の商号又は名称、所在地、違反の内容その他必要な事項を公

表するものとする。 

⑴ 暴力団員又は役員等のうちに暴力団員が含まれる事業者に該当すると認めら

れる場合 当該認定をした日から２年 

 ⑵ 規則第３条各号に掲げる者（前号に該当する事業者を除く。）に該当すると認め

られる場合 当該認定をした日から１年 

３ 市長は、契約相手方が第１項に規定する誓約書を提出しないときは、その契約相

手方と契約を締結しないよう取り扱うものとする。また、当該誓約書を提出しなか

った入札参加資格者に対し、大阪狭山市建設工事等指名停止要綱（昭和５４年大阪

狭山市要綱第８号）に基づき入札指名停止等の措置を行うものとする。 

（協力要請） 

第１２条 市長は、第３条の規定により入札等参加除外措置等を行ったときは、大阪

狭山市の公の施設の指定管理者及び大阪狭山市が設立した外郭団体に対して、同様

の措置を行うよう求めるものとする。 

（不当介入に対する措置） 

第１３条 市長は、契約相手方又は下請負人等から条例第９条第２項の規定による報

告を受けた場合は、契約相手方又は下請負人等に対し、不当介入を受けた旨の警察

への届出を指導するものとする。 

２ 市長は、契約相手方又は下請負人等が不当介入を受け、公共工事等及び売払い等 

の履行遅延が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調 



整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。 

（関係機関との連携） 

第１４条 市長は、この要綱の運用に当たっては、大阪府黒山警察署及び大阪府警察 

本部との緊密な連携のもとに行うものとする。 

（入札等参加除外措置の通知） 

第１５条 市長は、第３条第１項若しくは第２項の規定により入札等参加除外措置を

行ったとき、又は同条第３項の規定による入札等参加除外措置の解除を行ったとき

は、当該入札等参加排除措置を受けた者にその旨を通知するものとする。第６条第

２項の規定により入札参加資格を取り消したとき、又は第７条第２項の規定により

指名を取り消したときも、同様とする。   

（委員会の設置）  

第１６条 市長は、委員会を設置する。 

２ 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 第３条に規定する入札等参加除外措置及び入札等参加除外措置の解除につい

ての審議に関する事項 

⑵ 第４条に規定する注意喚起についての審議に関する事項 

⑶ 第１１条第２項に規定する公表についての審議に関する事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、暴力団員及び暴力団密接関係者の排除の推進につ

いて必要な事項 

３ 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

６ 委員会は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関の出席を求め、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

７ 委員会の委員は、別表第３に掲げる職にある者をもって充てる。 

８ 委員会の庶務は、総務部において処理する。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、

市長が別に定める。 



 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （大阪狭山市建設工事暴力団対策措置要綱の廃止） 

２ 大阪狭山市建設工事暴力団対策措置要綱（平成５年大阪狭山市要綱第２７号）は、

廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結し

た契約については、なお従前の例による。 

 

別表第１（第３条関係） 

措置要件 期間 

１ 個人である入札参加資格者又は法人で

ある入札参加資格者の役員等が、暴力団

員であると認められるとき。 

当該認定をした日から２年を経

過し、かつ改善されたと認められ

るまで。 

２ 入札参加資格者又はその役員等が、自

己、自社若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用す

るなどしたと認められるとき。 

 当該認定をした日から１年を経

過し、かつ改善されたと認められ

るまで。 

３ 入札参加資格者又はその役員等が、い

かなる名義をもってするかを問わず、暴

力団又は暴力団員に対して金品その他財

産上の利益又は役務の供与をしたと認め

られるとき。 

４ 入札参加資格者又はその役員等が、暴

力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にす

るなど、社会的に非難されるべき関係を

。 



 

別表第２（第１１条関係） 

１ 公共工事等の契約（下請負人等との契約を含む。）のうち契約金額が市長が

別に定める金額未満のとき。 

２ 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する者であるとき。 

⑴ 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体 

⑵ 契約の内容から、暴力団を利することとならないと認められる者 

⑶ 事務又は事業の目的、趣旨等から、本市の裁量で契約相手方から排除する

ことができない者 

 

別表第３（第１６条関係） 

政策調整室長 

総務部長 

保健福祉部長 

都市整備部長 

市民部長 

教育部長 

水道局長 

 

 

 

有していると認められるとき。 

５ 入札参加資格者又はその役員等が、下 

請契約、資材・原材料の購入契約その他

の契約に当たり、その契約相手方の入札

参加資格の有無にかかわらず、前各号の

規定に該当する者であると知りながら、

当該契約を締結したと認められるとき。 


